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(57)【要約】
【課題】迅速かつ安全に乗り移り動作を支援できる移乗
支援装置を提供することにある。
【解決手段】移動可能な台車部1と、水平回転および傾
動可能であって基端が台車部に取り付けられたアーム部
2と、アーム部2に取り付けられた身体保持具3と、アー
ム部2を駆動させる駆動手段と、駆動手段を駆動制御す
る制御部と、を備える。入力された被介護者ごとの個人
データに基づいて移乗支援時に被介護者の安全を確保で
きる軌道を求め、台車部、アーム部および身体保持具の
軌道を安全軌道内に収まるように制御する。
【選択図】図7



(2) JP 2010-142562 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被介護者の乗り移り動作を支援する移乗支援装置であって、
　移動可能な台車部と、
　水平回転および傾動可能であって基端が前記台車部に取り付けられたアーム部と、
　前記アーム部に取り付けられた身体保持具と、
　前記台車部およびアーム部を駆動させる複数の駆動手段と、
　被介護者ごとの個人データを入力するための入力装置と、
　前記駆動手段を駆動制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記入力装置にて入力された前記被介護者ごとの個人データを記憶する
個人データ記憶部と、
　前記個人データに基づいて移乗支援時の前記アーム部および前記身体保持具の軌道が被
介護者の安全を確保できる安全軌道内に収まるように前記駆動手段を制御する安全軌道制
御部と、を備える
　ことを特徴とする移乗支援装置。
【請求項２】
　請求項1に記載の移乗支援装置において、
　前記被介護者の個人データには、疾患部位とその症状の情報を含む
　ことを特徴とする移乗支援装置。
【請求項３】
　請求項1または請求項2に記載の移乗支援装置において、
　前記被介護者の個人データには、被介護者の体型に関する情報を含む
　ことを特徴とする移乗支援装置。
【請求項４】
　請求項1から請求項3のいずれかに記載の移乗支援装置において、
　前記被介護者の個人データには、過去に移乗支援装置を利用した際の過去運用データに
関する情報を含み、
　前記過去運用データは、乗り移り動作時に痛みを感じた部位および恐怖を感じた要因の
情報を含む
　ことを特徴とする移乗支援装置。
【請求項５】
　請求項1から請求項4のいずれかに記載の移乗支援装置において、
　前記入力装置は、
　入力項目を表示する表示パネルと、入力項目ごとに個人データを入力するキーボードま
たはタッチパネルセンサと、を備える
　ことを特徴とする移乗支援装置。
【請求項６】
　請求項1から請求項4のいずれかに記載の移乗支援装置において、
　前記個人データは被介護者が携帯するICタグ、バーコードまたは携帯電話機に記憶され
ており、
　前記入力装置は、前記ICタグ、バーコードまたは携帯電話機の情報を読みとる
　ことを特徴とする移乗支援装置。
【請求項７】
　移動可能な台車部と、水平回転および傾動可能であって基端が前記台車部に取り付けら
れたアーム部と、前記アーム部に取り付けられた身体保持具と、を備え、被介護者の乗り
移り動作を支援する移乗支援装置の制御方法であって、
　入力された被介護者ごとの個人データに基づいて移乗支援時に被介護者の安全を確保で
きる軌道を求め、
　前記台車部、アーム部および身体保持具の軌道を前記安全軌道内に収まるように制御す
る
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　ことを特徴とする移乗支援装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移乗支援装置および移乗支援装置の制御方法に関する。例えば、自立歩行が
困難な人がベッドから車椅子に乗り移ったり、車椅子から便座等へ乗り移るような動作を
行う際に乗り移り動作を支援する移乗支援装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自立歩行が困難な被介護者にとってはベッドから車椅子へ移動するような乗り移り動作
を一人で自立して行うことは容易でない。通常は介護者の手助けが必要となるが、乗り移
り動作の手助けは介護者にとって肉体的な負担が大きく、また、被介護者にとっても精神
的な負担が大きい。近年、自立歩行が困難な人の乗り移り動作を支援する装置が開発され
ている。
【０００３】
　例えば、特許文献1には、回転盤上に支柱を傾動可能に起立させ、支柱先端に受板（保
持具）を設けた移乗支援装置が開示されている。この移乗支援装置を用いて被介護者が乗
り移り動作を行う場合、まず、支柱を傾けて受板を被介護者の体に寄せる。そして、被介
護者が保持具に乗り掛かったり、しがみついたりして受板に体をもたせかけるようにして
体重を預けるようにする。この状態で支柱を起き上がらせると、被介護者の体が持ち上が
る。移乗先に移動した後、支柱を傾けると乗り移り動作が完了する。
【特許文献１】特開2006-305092号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、被介護者の体型は個々人で異なっており、さらには、被介護者は個々人
で固有の疾患をもっている場合が多い。
　このような場合に総ての被介護者に対して同じような軌道で受板を動かしていては、被
介護者に対して強いストレスや苦痛を与え、最悪の場合には命の危険に関わる事故が発生
する恐れがある。
【０００５】
　被介護者を移乗させる一連の過程を説明する。
　はじめ、受板を被介護者が抱えられる位置と角度に移動させ、これに被介護者がつかま
る。そして、被介護者を持ち上げるようにアームを上に旋回させる。すると、被介護者の
体は持ち上がる。
　ここで、受板に体重の大部分がかかることになり、移乗動作の途中で受板と接触してい
る胸部に過大なストレスがかかる。
　胸部に疾患などがなければこれでも良いが、胸に疾患があったり、心臓ペースメーカを
インプラントしている被介護者の胸を圧迫することは大変危険である。
【０００６】
　ここで、移乗支援装置を操作する際に被介護者自身や介護者が受板やアームの軌道を手
動で微調整しながら操作することも考えられる。
　しかし、乗り移りが必要な場面として便座への移動が一日に数回あるところ、すみやか
な移乗操作が求められる場面で受板やアームの軌道を微調整しているほどの余裕がない場
合が多い。慌てて操作する場面が多くなると、患部に衝撃を与えてしまう事故が起こって
しまうことはどうしても避けがたい。
【０００７】
　本発明の目的は、迅速かつ安全に乗り移り動作を支援できる移乗支援装置およびその制
御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明の移乗支援装置は、被介護者の乗り移り動作を支援する移乗支援装置であって、
移動可能な台車部と、水平回転および傾動可能であって基端が前記台車部に取り付けられ
たアーム部と、前記アーム部に取り付けられた身体保持具と、前記台車部およびアーム部
を駆動させる複数の駆動手段と、被介護者ごとの個人データを入力するための入力装置と
、前記駆動手段を駆動制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記入力装置にて入力
された前記被介護者ごとの個人データを記憶する個人データ記憶部と、前記個人データに
基づいて移乗支援時の前記アーム部および前記身体保持具の軌道が被介護者の安全を確保
できる安全軌道内に収まるように前記駆動手段を制御する安全軌道制御部と、を備えるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　このような構成によれば、移乗動作の一連のすべての過程で被介護者の安全が確保でき
る軌道内に自動的に制御される。被介護者ごとに体型や疾患の症状などは異なっているが
、入力された被介護者の個人データに基づいて、被介護者ごとの安全軌道が求められ、個
別の対応が図られる。このようにアーム部および身体保持具の軌道が自動的に安全軌道内
に制御されるため、介護者などの操作者が特別な微調整をしなくても被介護者の乗り移り
動作を円滑に支援することができる。そして、微調整などは必要ないことから、トイレな
どに急ぐ場合であっても迅速かつ安全に移乗動作を行うことができる。
【００１０】
　ここで、前記アーム部および前記身体保持具の軌道を安全軌道内に収まるように制御す
るとは、移乗支援装置の操作を介護者等が操作レバーを用いて行っている際に操作レバー
の操作ミス等によってアーム部および保持具の軌道が安全軌道から外れた場合、安全軌道
制御部が移乗支援装置の動作を停止させたり、自動的にアーム部および保持具の軌道が安
全軌道内に収まるように操作を修正することが挙げられる。
　あるいは、安全軌道制御部が求めた安全軌道に沿って自動的にアーム部および保持具を
駆動させてもよい。
【００１１】
　本発明では、前記被介護者の個人データには、疾患部位とその症状の情報を含むことが
好ましい。
　このような構成において、安全軌道は、疾患部位にかかる外力をできる限り減じるよう
に求められる。
　たとえば、患部を圧迫しないことや、曲げ伸ばしで生じる痛みを減じるように安全軌道
が求められる。
【００１２】
　本発明では、前記被介護者の個人データには、被介護者の体型に関する情報を含むこと
が好ましい。
　このような構成において、被介護者の体型データに基づいて、身体保持具が被介護者の
体に衝突するのを回避したり、身体保持具が被介護者の体に沿う角度になるように安全軌
道が求められる。
【００１３】
　本発明では、前記被介護者の個人データには、過去に移乗支援装置を利用した際の過去
運用データに関する情報を含み、前記過去運用データは、乗り移り動作時に痛みを感じた
部位および恐怖を感じた要因の情報を含むことが好ましい。
　このような構成において、過去に痛みが生じた場合には痛みを減じるように安全軌道が
設定される。また、動作速度や動作音に恐怖感が生じた場合には、動作速度などにリミッ
トが設定される。
【００１４】
　本発明では、前記入力装置は、入力項目を表示する表示パネルと、入力項目ごとに個人
データを入力するキーボードまたはタッチパネルセンサと、を備えることが好ましい。
　このような構成によれば、被介護者自身、介護者または医師などが入力装置を用いて被
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介護者の個人データを移乗支援装置に入力することができる。
【００１５】
　また、本発明では、前記個人データは被介護者が携帯するICタグ、バーコードまたは携
帯電話機に記憶されており、前記入力装置は、前記ICタグ、バーコードまたは携帯電話機
の情報を読みとることが好ましい。
　このような構成において、介護支援を行う前にICタグ、バーコード、携帯電話機等の情
報を移乗支援装置の入力装置が読みとり、個人データに応じた安全制御を実行する。
　このような構成によれば、介護支援の度に被介護者の個人データを逐一入力しなくても
よいため、迅速な介護支援を行うことができる。
【００１６】
　本発明の移乗支援装置の制御方法は、移動可能な台車部と、水平回転および傾動可能で
あって基端が前記台車部に取り付けられたアーム部と、前記アーム部に取り付けられた身
体保持具と、を備え、被介護者の乗り移り動作を支援する移乗支援装置の制御方法であっ
て、入力された被介護者ごとの個人データに基づいて移乗支援時に被介護者の安全を確保
できる軌道を求め、前記台車部、アーム部および身体保持具の軌道を前記安全軌道内に収
まるように制御することを特徴とする。
　このような構成によれば、上記発明と同様の作用効果を奏することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図示するとともに図中の各要素に付した符号を参照して説
明する。
　本発明に係る第1実施形態について説明する。
　図1は、本発明の第1実施形態に係る移乗支援装置の側面図である。
　移乗支援装置10は、台車部1と、台車部1に連結されたロボットアーム部2と、ロボット
アーム部2に取付けられた保持具3と、を備えている。
【００１８】
　台車部1は、台車本体11と、台車部1を押して移動させるためのハンドル部12と、台車本
体11の前方に取付けられた左右一対の前方補助輪13と、台車本体11の後方に取付けられた
左右一対の後方補助輪14と、台車本体11の略中央部に取付けられ台車部1を駆動する左右
一対の駆動車輪15と、を有している。
　左右一対の駆動車輪15には、各駆動車輪15を駆動する左右一対の第6モータ16が夫々連
結されている。
【００１９】
　ロボットアーム部2は、多関節型のアームであって、第1アーム部21と、第2アーム部22
と、第3アーム部23と、を有している。
　第1アーム部21は、ヨー軸及びピッチ軸回りの回転が可能となるように、第1関節部51を
介して台車本体11の土台部11aに連結されている。
　第2アーム部22は、ピッチ軸回りの回転が可能となるように、第2関節部52を介して第1
アーム部21に連結されている。
　第3アーム部23の一端は、ピッチ軸回りで回転が可能となるように、第3関節部を介して
第2アーム部22に連結されている。（図1中では、第3関節部は第3アーム部の背面にあって
見えないため不図示）
　第3アーム部23の他端には、ロール軸回りの回転が可能となるように、第4関節部を介し
て保持具3を取付けるための取付部24が連結されている。（図1中では、第4関節部は第3ア
ーム部に内蔵されていて見えないため不図示）
　取付部24は、保持具3の取付け／取外しが可能な周知の取付構造（例えば、ボルト及び
ナットを用いた締結構造、嵌合構造）を有する。
【００２０】
　ここで、ヨー軸とは、第1アーム部21の回転軸であり、鉛直方向の軸である。
　ピッチ軸とは、第1アーム部21、第2アーム部22および第3アーム部23を上下方向へ回動
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させる際の回転軸である。
　ロール軸とは、第3アーム部23に対して取付部24及び保持具3を回転させる際の回転軸で
あり、第3アーム部23の軸線に相当する。
【００２１】
　台車本体11の土台部11aには、第1アーム部21をヨー軸回りに回転駆動する第1モータ（
駆動手段）61が設けられている。
　第1関節部51には、第1アーム部21をピッチ軸回りに回転駆動する第2モータ（駆動手段
）62が設けられている。
　第2関節部52には、第2アーム部22をピッチ軸回りに回転駆動する第3モータ（駆動手段
）63が設けられている。
　第3関節部には、第3アーム部23をピッチ軸回りに回転駆動する第4モータ（駆動手段）6
4が設けられている。
　第4関節部には、取付部24及び保持具3をロール軸回りに回転駆動する第5モータ（駆動
手段）65が設けられている。
【００２２】
　第1から第6モータ61、62、63、64、65は、駆動回路18を介して制御部17に接続されてお
り、制御部17からの制御信号によって回転駆動する。また、土台部11aおよび各関節部（5
1、52）には、第1から第5モータ61、62、63、64、65の回転駆動量を検出するポテンショ
メータ等の回転センサ71、72、73、74、75が夫々設けられている。
　回転センサ71、72、73、74、75は、制御部17に接続されており、検出した回転駆動量を
制御部17に対して出力する。
【００２３】
　図2は、保持具の斜視図である。
　保持具3は、ロボットアーム部2の取付部24に取付けられる。
　保持具3は、被介護者の胴体を抱えるように保持する胴体サポート部31と、被介護者の
下肢部を支持する下肢サポート部32と、を有している。
【００２４】
　下肢サポート部32は、略逆T字状に形成されており、胴体サポート部31の下部に接続さ
れている。
　なお、胴体サポート部31及び下肢サポート部32は、一体で構成されているが、別体で夫
々構成されていてもよい。
【００２５】
　胴体サポート部31は、被介護者の胸部に当接する胸部サポート部31aと、胸部の側面を
サポートする一対の側面サポート部31bと、頭部の顎を支持する頭部サポート部31cと、を
備えている。
【００２６】
　一対の側面サポート部31bは、相対するように形成されており、胸部サポート部31aの両
側縁から略垂直方向へ夫々延びている。また、頭部サポート部31cは、胸部サポート部31a
の上部に凸状に形成されている。なお、胸部サポート部31a、側面サポート部31b、及び頭
部サポート部31cは、一体で構成されているが、別体で夫々構成されていてもよい。
【００２７】
　図3は、移乗支援装置のシステム構成を示すブロック図である。
　台車部1には、第1から第6モータ61、62、63、64、65、16の回転駆動を制御する制御部1
7が設けられている。
　制御部17は、制御処理、演算処理等と行うCPU（Central Processing Unit）17aと、CPU
 17aによって実行される制御プログラム、演算プログラム等が記憶されたROM（Read Only
 Memory）17bと、処理データ等を一時的に記憶するRAM（Random Access Memory）17cと、
を有するマイクロコンピュータを中心に構成されており、さらに、個人データ記憶部130
と、安全軌道制御部120と、を備えている。
【００２８】
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　ロボットアーム部2の取付部24には、介護者が移乗支援装置10を操作するための操作部2
5が設けられ、操作部25は、力センサ25cを介してロボットアーム部2の取付部24に連結さ
れている。
　力センサ25cは、操作部25に対して加えられた操作力の大きさ、方向、モーメント等に
応じた操作を検出し、操作信号を制御部17に対して出力する。
【００２９】
　また、被介護者の個人データを入力する入力装置110が制御部17に接続されている。
　入力装置110としては、キーボード、マウスおよび表示パネルを備えた入力支援システ
ムが例として挙げられる。この表示パネルはタッチパネルであってもよい。また、キーボ
ードやマウスの他、デジタルペンを入力装置110として使用してもよい。
【００３０】
　図4から図6は、入力装置110を用いて入力する被介護者の個人データの例を説明するた
めの図である。
　図4は、入力画面の例である。
　入力するデータとしては、個人氏名および性別の下に個人データとして、(A)体型、(B)
疾患等特記事項および(C)過去運用データがある。
　体型(A)に関する項目としては、体重と詳細サイズ項目とがある。
　詳細サイズ項目の下位項目としては、(1)乳頭位胸部厚径、(2)腹部厚径、(3)座位腋窩
高、(4)座位大腿厚、(5)膝高、(6)転子高、(7)前腋窩高がある。
　各項目の該当箇所は図5に示す通りである。
　入力方法としては、各項目をクリックなどして選択することにより入力を受け付けるよ
うになっていてもよく、図5のような体を示した画像上をタッチペンなどで選択して各部
位のサイズを入力するようになっていてもよい。
【００３１】
　なお、詳細サイズ項目は上記に例示したものに限定されるものではなく、必要に応じて
適宜設定されてもよいことはもちろんである。
【００３２】
　疾患等特記事項(B)としては、体の各部位に持っている疾患、障害などを入力する。
　図6は、疾患等特記事項の下位項目の例を示す図である。
　疾患等特記事項の下位項目として胸部、腹部、腰部、脚部などの体の部位があり、さら
に、各部位ごとに症状を入力するようになっている。
　たとえば、腰部であれば、押さえると痛い、曲げると痛い、伸ばすと痛い、などの詳細
な症状が入力できるようになっている。
　これらの入力方法は、予め設定された項目から選んでチェックするようになっていても
よく、図5のような体を示した画像上をタッチペンなどで選択することにより疾患部位と
症状を入力できるようになっていてもよい。
【００３３】
　さらに、過去運用データ(C)として、過去に移乗支援装置を使用した際に痛みや圧迫感
を感じた部位や、動作速度や動作音に対する恐怖感の有無などの情報を受け付けるように
なっている。
【００３４】
　入力装置110によって入力された個人データは、個人データ記憶部130において被介護者
ごとに記憶される。
【００３５】
　安全軌道制御部120は、個人データ記憶部130に入力されたデータに基づき、移乗支援す
る被介護者に対して安全な軌道を求め、アーム部2および保持具3が許容される安全軌道内
で動作するように第1モータから第6モータ61~65を制御する。
　安全軌道制御部120による制御動作は具体例を用いて後述する。
【００３６】
　（動作例1）
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　図7に動作例1を示す。
　動作例1は、被介護者の胸部および腹部の少なくともいずれかに疾患があり、この疾患
部位への圧迫を避ける必要がある場合の動作例である。
　まず、図7(A)は、個人データに関係なく移乗支援動作を行う場合である。
　図7(A)では、はじめ、被介護者が保持具3につかまれるようにアーム部2の先端を下げる
。被介護者は胸の前に来た保持具3につかまる。そして、保持具3に被介護者を載せる様に
アーム部2を上側に向けて回動させる。これによって被介護者の体を持ち上げることがで
きるが、被介護者の胸部および腹部に全体重がかかってくるため、胸部および腹部に大き
な圧力がかかる。
【００３７】
　次に、図7(B)は、胸部および腹部の少なくともいずれかに疾患がある旨の個人データが
入力されている場合にアーム部2および保持具3の軌道を安全軌道内に制御する場合の動作
である。
　個人データの入力が入力装置110によって行われ、個人データ記憶部130にこの被介護者
の個人データが記憶されている。
　この個人データの入力方法としては、図6で説明した方法に同様な方法であって、この
動作例1では胸部あるいは腹部に「押すと痛い」や「押すと危険」などの情報が入力され
ているものとする。
　このような個人データに基づいて安全軌道制御部120はこの被介護者にとっての安全軌
道を求め、アーム部2および保持具3の駆動制御を実行する。
　ここでは、保持具3の角度が大きくなり過ぎないように、保持具3が鉛直方向に対してな
す角にリミットを設定する。これにより、保持具3が胸部や腹部を圧迫しないようにする
。
【００３８】
　すなわち、図7(B)に示すように、はじめ、被介護者が保持具3につかまれるようにアー
ム部2の先端を下げて、被介護者が保持具3につかまれるようにする。そして、被介護者を
持ち上げるようにアーム部2を起こすが、アーム部2を起こしていく過程で保持具3の角度
が大きくなりすぎないようにする。
　具体的には、回転センサ75による回転角の検出値を見ながら第3アーム部23をピッチ軸
回りに回転駆動する第4モータ（駆動手段）64を駆動させ、保持具3の角度が安全軌道内に
収まるようにする。
　なお、保持具3の角度が大きくならないように回動させるだけでは、保持具3が胸部を押
す方向へ回転することになるため、移乗支援装置10の台車1を前進させる。
　これにより、保持具3が被介護者の胸部を押さないようにする。
【００３９】
　このように、胸部や腹部に疾患を持つ被介護者を移乗支援する場合に、移乗動作の一連
のすべての過程で保持具10の角度が大きくなりすぎないようにする。
　これによって移乗動作の過程で被介護者の疾患部（胸部または腹部）に大きな圧力がか
からないようになる。
　移乗支援装置10が安全軌道制御部120の安全制御によって自動的に被介護者への圧迫を
避けるように動作するので、介護者などの操作者が特別な微調整をしなくても被介護者の
乗り移り動作を円滑に支援することができる。そして、微調整などは必要ないことから、
トイレなどに急ぐ場合であっても迅速かつ安全に移乗動作を行うことができる。
【００４０】
　（動作例2）
　図8に動作例2を示す。
　動作例2は、被介護者の腕部および腰部に疾患があり、この疾患部位へのストレスを避
ける必要がある場合の動作例である。
　まず、図8(A)は、個人データに関係なく移乗支援動作を行う場合である。
　図8(A)では、はじめ、被介護者が保持具3につかまれるようにアーム部2の先端を下げる
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。被介護者は胸の前に来た保持具3につかまる。そして、被介護者を持ち上げるようにア
ーム部2を回動させるとともに、保持具3の鉛直姿勢を維持して被介護者が保持具に掴まれ
るようにする。
　これによって被介護者の体を持ち上げることができるが、移乗動作の過程において、被
介護者は自重の大部分を腕で支えなければならず、腕に大きな圧力がかかる。
　また、上体だけを持ち上げることになるため、腰部が伸びる姿勢になってしまう。被介
護者が腰部を伸ばすと痛いという疾患を持っていた場合には、被介護者に苦痛を与えるこ
とになる。
【００４１】
　次に、図8(B)は、腕部および腰部に疾患がある旨の個人データが入力されている場合に
アーム部2および保持具3の軌道を安全軌道内に制御する場合の動作である。
　個人データの入力が入力装置110によって行われ、個人データ記憶部130にこの被介護者
の個人データが記憶されている。
　この個人データの入力方法としては、図6で説明した方法に同様な方法であって、この
動作例2では、腕部に「押すと痛い」という情報が入力され、腰部に「伸ばすと痛い」と
いう情報が入力されているものとする。
　このような個人データに基づいて安全軌道制御部120はこの被介護者にとっての安全軌
道を求め、アーム部2および保持具3の駆動制御を実行する。
　ここでは、腕部に荷重がかかったり、腰部が伸びたりしないように保持具が鉛直線に対
して一定以上の角度を保つようにする。
【００４２】
　すなわち、図8(B)に示すように、はじめ、被介護者が保持具3につかまれるようにアー
ム部2の先端を下げて、保持具3が被介護者の胸の前で略鉛直になるようにする。そして、
被介護者を持ち上げるようにアーム部2を上方に回動させるが、アーム部2を起こしていく
過程で保持具3の角度が鉛直線に対して一定以上の角度をとるようにする。
　具体的には、回転センサ75による回転角の検出値を見ながら第3アーム部23をピッチ軸
回りに回転駆動する第4モータ（駆動手段）64を駆動させ、保持具の角度が安全軌道内に
収まるようにする。すると、被介護者の体は保持具3にのっかるようになり、腕部に大き
な力はかからず、また、腰部は曲がった状態を保つことができる。
【００４３】
　（動作例3）
　図9に動作例3を示す。
　動作例3は、被介護者の腰部に疾患があり、この疾患部位へのストレスを避ける必要が
ある場合の動作例である。
　まず、図9(A)は、個人データに関係なく移乗支援動作を行う場合である。
　図9(A)では、はじめ、被介護者が保持具3につかまれるようにアーム部2の先端を下げる
。
　被介護者は胸の前に来た保持具3につかまる。そして、保持具3に被介護者を載せる様に
アーム部2を上側に向けて回動させる。これによって被介護者の体を保持具3に載せて持ち
上げることができるが、被介護者の腰部が大きく曲がってしまう。被介護者が腰部を曲げ
ると痛いという疾患を持っていた場合、被介護者に苦痛を与えることになる。
【００４４】
　次に、図9(B)は、腕部および腰部に疾患がある旨の個人データが入力されている場合に
アーム部2および保持具3の軌道を安全軌道内に制御する場合の動作である。
　個人データの入力が入力装置110によって行われ、個人データ記憶部130にこの被介護者
の個人データが記憶されている。
　この個人データの入力方法としては、図6で説明した方法に同様な方法であって、この
動作例2では、腰部に「曲げると痛い」という情報が入力されているものとする。
　このような個人データに基づいて安全軌道制御部120はこの被介護者にとっての安全軌
道を求め、アーム部2および保持具3の駆動制御を実行する。
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　ここでは、腰部が曲がりすぎないように保持具3が鉛直線に対して所定値以内の角度を
保つようにする。
【００４５】
　すなわち、図9(B)に示すように、はじめ、被介護者が保持具につかまれるようにアーム
部2の先端を下げて、保持具が被介護者の胸の前にくるようにする。そして、被介護者を
持ち上げるようにアーム部2を起こすが、アーム部2を起こしていく過程で保持具3の角度
が大きくなりすぎないようにする。
　具体的には、回転センサ75による回転角の検出値を見ながら第3アーム部23をピッチ軸
回りに回転駆動する第4モータ（駆動手段）64を駆動させ、保持具3の角度が安全軌道内に
収まるようにする。すると、被介護者の腰部が曲がらないで伸びた状態を保てるため、被
介護者は痛みを感じることなく乗り移り動作を円滑に行うことができる。
【００４６】
　（動作例4）
　図10に動作例4を示す。
　動作例4は、被介護者の脚部に疾患があり、この疾患部位へのストレスを避ける必要が
ある場合の動作例である。
　まず、図10(A)は、個人データに関係なく移乗支援動作を行う場合である。
　図10(A)では、はじめ、被介護者が保持具3につかまれるようにアーム部2の先端を下げ
る。
　被介護者は胸の前に来た保持具3につかまる。そして、保持具3に被介護者を載せる様に
アーム部2を上側に向けて回動させる。これによって被介護者の体を保持具3に載せて持ち
上げることができる。しかしながら、保持具3を被介護者の胸の前に移動させるときに、
操作ミスなどによって保持具3を下げ過ぎると保持具が被介護者の脚部に接触したり、さ
らには脚部を強く押圧する危険がある。
【００４７】
　次に、図10(B)は、脚部に疾患がある旨の個人データが入力されている場合にアーム部2
および保持具3の軌道を安全軌道内に制御する場合の動作である。
　個人データの入力が入力装置110によって行われ、個人データ記憶部130にこの被介護者
の個人データが記憶されている。
　この個人データの入力方法としては、図6で説明した方法に同様な方法であって、この
動作例4では、脚部に「押すと痛い」という情報が入力されているものとする。
　このような個人データに基づいて安全軌道制御部120はこの被介護者にとっての安全軌
道を求め、アーム部2および保持具3の駆動制御を実行する。
　ここでは、保持具が被介護者の前で下がり過ぎて脚部を圧迫しないように被介護者の前
では下がりすぎないようにする。
【００４８】
　すなわち、図10(B)に示すように、はじめ、被介護者が保持具3につかまれるようにアー
ムの先端を下げて、保持具3が被介護者の胸の前にくるようにする。
　このとき、保持具3が下がりすぎないように、アーム部2および保持具3の下限位置を制
限する。
　具体的には、回転センサ74による回転角の検出値を見ながら第2アーム部22をピッチ軸
回りに回転駆動する第3モータ（駆動手段）63を駆動させ、保持具3の下端が安全軌道内に
収まるようにする。
　これによって被介護者を保持具3に載せるときに誤って保持具3で被介護者の脚部を圧迫
することを防ぐことができる。そして、被介護者を持ち上げるようにアーム部2を起こし
て被介護者の乗り移り動作をサポートする。
【００４９】
　なお、この動作例4の安全軌道としては、保持具3の下限位置が常に所定高さより上にな
るように設定してもよい。
　ただし、保持具3に乗り移ってから次の移乗先に降りるときには降りやすいように保持
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具3が十分に下がることが好ましい場合もある。
　そのため、安全軌道としての保持具3の下限位置は、保持具3に乗り移るときに保持具3
を被介護者の胸の前に移動させる時だけに下限が作動するように設定することが好ましい
。
　このように、一連の移乗動作の過程のなかで安全が図られつつも円滑な乗り移り動作が
できるようにする。
【００５０】
　（動作例5）
　図11に動作例5を示す。
　動作例5は、被介護者の乳頭位胸部厚径と腹部厚径とが著しく違う場合の動作例である
。
　まず、図11(A)は、個人データに関係なく移乗支援動作を行う場合である。
　図11(A)では、はじめ、被介護者が保持具につかまれるようにアームの先端を下げる。
　このとき、胸部の位置に合うように保持具を被介護者の胸の前に持ってくると、保持具
が被介護者の腹部に衝突してしまうため危険である。
　また、腹部の位置に合うように保持具を被介護者の前に持ってくると、保持具と胸部と
の間に隙間が開き過ぎ、被介護者が保持具につかまりにくくやはり危険である。
【００５１】
　次に、図11(B)は、乳頭位胸部厚径と腹部厚径とに関する個人データが入力されている
場合にアーム部2および保持具3の軌道を安全軌道内に制御する場合の動作である。
　個人データの入力が入力装置110によって行われ、個人データ記憶部130にこの被介護者
の個人データが記憶されている。
　この個人データの入力方法としては、図6で説明した方法に同様な方法であって、この
動作例5では、体型項目(A)として乳頭位胸部厚径(1)と腹部厚径(2)とを含む詳細サイズが
入力されている。
　このような個人データに基づいて安全軌道制御部120はこの被介護者にとっての安全軌
道を求め、アーム部2および保持具3の駆動制御を実行する。
　ここでは、保持具3が被介護者の胸の前において、胸部に接近しつつ腹部に接触しない
ようにする。
　具体的には、図11（B）に示すように、保持具3の角度を鉛直から傾斜させて胸部から腹
部に沿うようにする。
　これにより、被介護者は腹部に圧迫感を感じることなく、安全に保持具に掴まることが
できる。
【００５２】
　（動作例6）
　図12に動作例6を示す。
　動作例6は、被介護者の大腿部が平均よりも高い位置にある場合の動作例である。
　まず、図12(A)は、個人データに関係なく移乗支援動作を行う場合である。
　図10(A)では、はじめ、被介護者が保持具につかまれるようにアームの先端を下げる。
　被介護者は胸の前に来た保持具につかまる。このとき、通常行うように保持具を胸の前
に移動させてくると、保持具が大腿部に衝突してしまう。
【００５３】
　次に、図12（B）は、座位大腿厚に関する個人データが入力されている場合にアーム部2
および保持具3の軌道を安全軌道内に制御する場合の動作である。
　個人データの入力が入力装置110によって行われ、個人データ記憶部130にこの被介護者
の個人データが記憶されている。
　この個人データの入力方法としては、図6で説明した方法に同様な方法であって、この
動作例6では、体型項目(A)として座位大腿部厚(4)を含む詳細サイズが入力されている。
　このような個人データに基づいて安全軌道制御部120はこの被介護者にとっての安全軌
道を求め、アーム部2および保持具3の駆動制御を実行する。



(12) JP 2010-142562 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

　ここでは、座位大腿部厚に基づいて、保持具が大腿部に接触しないように保持具が被介
護者の胸の前で下がりすぎないようにする。これにより、保持具が被介護者の大腿部を衝
突して足を傷つけてしまわないようにする。
【００５４】
　なお、被介護者の身長が高く、脚部の長さ、具体的には膝高(5)が平均よりも長い場合
にも動作例6が適用できる。すなわち、膝高に基づいて、保持具が被介護者の胸の前で下
がりすぎないようにし、保持具が脚部に接触することを防止する。
【００５５】
　（動作例7）
　図13に動作例7を示す。
　動作例7は、被介護者の座位腋窩高に保持具3の高さを合わせて、安全に被介護者が保持
具につかまれるようにする場合の動作例である。
　被介護者が保持具3につかまれるようにアームの先端を下げたとき、保持具3の高さが被
介護者の体に合ってないと、もともと移乗支援が必要な被介護者にとっては保持具3に移
ること自体が難しく、事故が起きる恐れもある。そこで、体型項目(A)として座位腋窩高
を含む詳細サイズが入力されているので、安全軌道制御部120は、保持具3を被介護者にア
プローチする際に保持具3の上端部が被介護者の腋窩高に合うように調整する。これによ
り、被介護者は、無理なく安全に保持具につかまることができる。
【００５６】
　（動作例8）
　図14に動作例8を示す。
　動作例8は、被介護者の体型に合わせて安全を確保しながら移乗させる場合の動作例で
ある。
　被介護者を安全に移乗支援装置に移乗させる場合には、被介護者がふらついたり、後ろ
に倒れてしまわないようにすることが大事である。
　このとき、被介護者の重心を被介護者の足の上に移動させてから被介護者の体を保持具
に載せるようにすると安定した移乗動作になる。
【００５７】
　個人データの体型項目として、膝高、転子高、腋窩高を含む詳細データが入力されてい
る。
　安全軌道制御部120は、膝高、転子高、腋窩高のデータに基づいて被介護者のリンクモ
デルを作成する。
　リンクモデルは、膝、腿、胴のリンクをくるぶし、膝、腰のジョイントで結合した構成
とする。
　このモデルを用いて被介護者の重心を求めるとともに、重心軌道が安定する軌道になる
ように被介護者の体をサポートするための安全軌道を求める。
　安全軌道の一例を具体的に挙げると、まず、被介護者の体を前下方に引きながら被介護
者の重心を足の方向へ移動させる。そして、重心が足の上にきたところで被介護者の体を
持ち上げるようにして保持具の上に載せるようにする。
　安全軌道制御部120は、上記のような安全軌道を算出して、この安全軌道内に入るよう
に保持具の角度およびアームの駆動を制御する。
　これにより、被介護者を安全に移乗支援することができ、また、膝伸展筋に作用する負
荷を軽減することができる。
【００５８】
　（動作例9）
　動作例9として、被介護者の体重に基づく安全軌道制御が挙げられる。
　被介護者の体重が重い場合には、保持具と被介護者との接触面積が小さいと、狭い範囲
に大きな圧力が生じ、被介護者の体を強く圧迫してしまう問題がある。そこで、被介護者
の体重が大きい場合には、例えば、乳頭位胸部厚径と腹部厚径とに基づいて保持具が被介
護者の体に沿う範囲に角度を制御する。
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　これによって、被介護者の体圧を分散し、被介護者の体を強く圧迫しないようにできる
。
【００５９】
　（動作例10）
　動作例10として、運用データに基づいた制御が挙げられる。
　個人データの入力が入力装置110によって行われ、個人データ記憶部130に被介護者の個
人データが記憶されている。
　個人データの入力方法としては、図6で説明した方法に同様な方法であって、この動作
例10では、過去運用データとして、過去に感じた痛みや恐怖感が登録されている。
　ある部位に痛みが生じた場合には、上記動作例で説明したように痛みが生じる部位に対
応した安全軌道を求めて、アームおよび保持具の駆動制御を実行する。
【００６０】
　また、過去運用データで恐怖感があった場合には次のように対応することが例として挙
げられる。
　すなわち、動作速度が速すぎて恐怖感があった場合や動作音に恐怖があった場合には、
アーム駆動の最高回転速度および最高回転加速度に制限を設定する。
　移乗支援動作の一連の過程で保持具の位置が高く上がりすぎることに恐怖感を感じる場
合には、介護作業が可能な範囲で高さリミットを設定する。
　移乗支援動作の一連の過程で保持具の傾斜角度が大きすぎることまたは小さすぎること
に恐怖感を感じる場合には、介護作業が可能な範囲で保持具の角度にリミットを設定する
。
【００６１】
　（変形例1）
　上記説明において、個人データの入力を入力装置を通して行う場合を説明したが、個人
データを移乗支援装置10に登録する手段としては次のような変形例が例として挙げられる
。
　被介護者の個人データを記録したICタグ（RFID：Radio frequency identification）ま
たはバーコードを被介護者の名札や腕輪などに付けておく。
　または被介護者の個人データを携帯電話機やPDA（携帯情報端末）に記憶させておいて
もよい。そして、移乗支援装置の入力装置に送受信機能を設け、ICタグと送受信可能とす
る。
　または、移乗支援装置の入力装置としてバーコード読み取り装置を設ける。
　このような構成において、介護支援を行う前にICタグ、バーコード、携帯電話機等の情
報を移乗支援装置の入力装置が読みとり、個人データに応じた安全制御を実行する。
　このような構成によれば、介護支援の度に被介護者の個人データを入力しなくてもよい
ため、迅速な介護を行うことができる。
【００６２】
　なお、移乗支援装置10の個人データ記憶部130に複数の被介護者の個人データを登録し
ておき、介護動作のときは被介護者の情報を読み出すようにしてもよいことはもちろんで
ある。
【００６３】
　また、個人データとしては、体型や疾患ではなく、別のコンピュータ等で求めた被介護
者ごとの安全軌道のデータであってもよい。
【００６４】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の目的を達成できる範囲での変形、
改良等は本発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】移乗支援装置の側面図。
【図２】保持具の斜視図である。
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【図３】移乗支援装置のシステム構成を示すブロック図。
【図４】個人データの入力画面の例を示す図。
【図５】体型項目の部位を説明するための図。
【図６】疾患等特記事項の下位項目の例を示す図。
【図７】動作例1を示す図。
【図８】動作例2を示す図。
【図９】動作例3を示す図。
【図１０】動作例4を示す図。
【図１１】動作例5を示す図。
【図１２】動作例6を示す図。
【図１３】動作例7を示す図。
【図１４】動作例8を示す図。
【符号の説明】
【００６６】
1…台車部、2…ロボットアーム部、3…保持具、10…移乗支援装置、11…台車本体、11a…
土台部、12…ハンドル部、13…前方補助輪、14…後方補助輪、15…駆動車輪、16…第6モ
ータ、17…制御部、18…駆動回路、21…第1アーム部、22…第2アーム部、23…第3アーム
部、24…取付部、25…操作部、25c…力センサ、25…操作部、31…胴体サポート部、31a…
胸部サポート部、31b…側面サポート部、31c…頭部サポート部、32…下肢サポート部、61
~65…モータ、71～79…回転センサ、110…入力装置、120…安全軌道制御部、130…個人デ
ータ記憶部。

【図１】 【図２】



(15) JP 2010-142562 A 2010.7.1

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(16) JP 2010-142562 A 2010.7.1

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 2010-142562 A 2010.7.1

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

